
「新潟県コンクリート品質確保ガイドライン（案）」検証委員会 規約 

 

（名称） 

第１条 本委員会は、「新潟県コンクリート品質確保ガイドライン（案）検証委員会」

（以下、「検証委員会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 検証委員会は、令和３年３月に策定した「新潟県コンクリート品質確保ガイ

ドライン（案）」（以下、「ガイドライン」という。）について、専門的見地から

試行工事の検証を行い、新潟県に対しガイドラインの内容に関する助言を行う

ことを目的とする。 

 

（検証内容） 

第３条 検証委員会における検証内容は、以下のとおりとする。 

○ 施工の基本事項の遵守（丁寧な施工）の妥当性に関すること 

○ ひび割れ抑制対策の妥当性に関すること 

○ その他（取組の有効性評価等） 

 

 

（委員） 

第４条 検証委員会の委員は、新潟県土木部長が委嘱し、別紙のとおりとする。 

  ２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

 

（委員長） 

第５条 検証委員会には委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

  ２ 委員長は、委員会の議事を進行する。 

  ３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名するものが職務を代行

する。 

 

（事務局） 

第６条 検証委員会の事務局は、新潟県土木部技術管理課に置く。 

 

（規約の改正） 

第７条 本規約の改正は、委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行う。 

 

（その他） 

第８条 この規約に定めがない事項は、委員会において定める。 

 

附則 

（施行期日） 

第９条 この規約は、令和３年 12 月 10 日から施行する。 
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